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さいとう医院さいとう医院さいとう医院さいとう医院    施設基準施設基準施設基準施設基準    
    
2024202420242024 年年年年 6666 月から診療報酬における特掲診療料などの制度が変わりました。以下月から診療報酬における特掲診療料などの制度が変わりました。以下月から診療報酬における特掲診療料などの制度が変わりました。以下月から診療報酬における特掲診療料などの制度が変わりました。以下各各各各診療料の施設基準診療料の施設基準診療料の施設基準診療料の施設基準などなどなどなど
ににににつき解説いたします。つき解説いたします。つき解説いたします。つき解説いたします。    
 
（１）（１）（１）（１） 医療医療医療医療 DXDXDXDX 推進体制整備加算推進体制整備加算推進体制整備加算推進体制整備加算    (初診時月 1 回 8 点)    
医療 DX(digital transformation)推進の体制に関す事項、及び質の高い診療を実施するための十分な情報
を取得・活用し診療を行います。 

 
（２）（２）（２）（２） 医療情報取得加算医療情報取得加算医療情報取得加算医療情報取得加算    
オンライン資格確認等のシステム導入が原則義務化されたため､体制整備にかかる評価として設けられ
ました。 
初診時 月１回マイナ保険証利用無し３点、あり１点 
再診時 ３ヶ月に１回マイナ保険証利用無し２点、あり１点 
 
（３）（３）（３）（３） 一般名処方加算一般名処方加算一般名処方加算一般名処方加算    
通常処方箋には調剤される医薬品名が記載されますが、医薬品名ではなく一般名（つまり成分名）で処方
箋を発行した際に算定できる加算です。 医師が選択肢をもって処方したことを評価する点数です。 
一般名処方加算 Ⅰ 10 点 
一般名処方加算 Ⅱ 8 点 
 
（４）（４）（４）（４） 在宅医療情報連携加算在宅医療情報連携加算在宅医療情報連携加算在宅医療情報連携加算 (100 点) 
在宅医療において多職種と ICT を用いた連携体制を有し常に確認する体勢を有しています。 
 
連携関係機関 
 聖ヨハネ会 桜町病院 小金井市桜町 1-2-10 
 竹田クリニック  小金井市貫井南町 5-20-13 
 小金井ファミリークリニック 小金井市本町 1-13-13 
 ひがこ訪問看護ステーション 小金井市緑町 2-4-1 
 えいる訪問看護ステーション 小金井市前原町 4-21-12 
 WLIFE(ﾜﾗｲﾌ)訪問看護ステーション 小金井市本町 5-18-5 
 はみんぐ訪問看護ステーション 武蔵野市境南町 4-2—3 
 ソフィアメディ訪問看護ステーション 小金井市本町 1-4-10 
 根本薬局  東京都小金井市東町 4-20-1  
 にじいろ薬局 小金井市梶野町 5-9-9 
 ほっとわあく（特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい(ACT)）小金井市本町 4-1-1-103 小
金井ハイツ 
 小金井ひがし包括支援センター 小金井市中町 2 丁目 15-25 
 
これら以外の関係機関とも ICT を用いた緊密な連携を有しています。  
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（５）（５）（５）（５） 外来・在宅ベースアップ評価料Ｉ外来・在宅ベースアップ評価料Ｉ外来・在宅ベースアップ評価料Ｉ外来・在宅ベースアップ評価料Ｉ    
今回の診療報酬改定では、内科系医療機関は大幅な減収になります。そんな中でも政府は職員(医師を除
く)の給与を UP することを要求しています。ひどい話ですが、その為の原資としてこのような評価料が
新設され､当院でも請求させていただきます。 
１ 初診時 ６点  ２ 再診時等 ２点  
３ 訪問診療時 イ 同一建物居住者等以外の場合 28 点 ロ イ以外の場合 ７点 
 
（６）（６）（６）（６）明細書発行体制加算明細書発行体制加算明細書発行体制加算明細書発行体制加算：1 点 
領収書発行の際に､個別の診療報酬算定がわかる明細書を無料で発行しています。 
 
（７）（７）（７）（７）機能強化加算機能強化加算機能強化加算機能強化加算：初診時 80 点 
地域に於けるかかりつけ医療機関として、健康診断等の健康管理に係る相談・保健・福祉サービスに関す
る相談及び夜間休日の問い合わせへの対応を行っています。また､高度な医療が必要な場合は専門性を重
視した適切な医療機関を紹介いたします。 
 
（８）（８）（８）（８）生活習慣病管理料（Ⅱ）生活習慣病管理料（Ⅱ）生活習慣病管理料（Ⅱ）生活習慣病管理料（Ⅱ）: 再診時 333 点 月 1 回 
生活習慣病患者さんには 3〜4 ヶ月に 1 回療養計画書を差し上げて指導管理を行ったり、状態に応じて 28
日以上の処方やリフィル処方に対応可能です。 
また、当院は敷地内禁煙(加熱式電子タバコを含む)です。ご協力下さい。 
 
（９）（９）（９）（９）外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算：初・再診時 6 点 
受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他感染症の疑いがある患者さまの受け入れを行っています。 
一般患者さまとの動線を分けるため、必ず電話予約をお願いいたします。 
東京都都の間に医療措置協定を結んでおります。 
 
（１０）（１０）（１０）（１０）①①①①発熱患者等対応加算発熱患者等対応加算発熱患者等対応加算発熱患者等対応加算((((20202020 点点点点))))、、、、②②②②外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算外来感染対策向上加算(6(6(6(6 点点点点))))､③､③､③､③連携強化加算連携強化加算連携強化加算連携強化加算(3(3(3(3 点点点点))))    各月１回 
①当院は受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他の感染症を疑わせるような症状を呈する患者さん
の受入れを行っています。新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を
実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページで公開しています。 
 
②院内感染防止対策として以下のような取り組みを行っています。 
・専任の院内感染管理者を配置し、「感染予防対策指針」及び「手順書」を定め、従業員全員で院内感染
防止対策に関する研修を実施し対策を推進します。 
・抗菌薬については厚生省のガイダンスに則り適正に使用します。 
・感染対策向上加算１に係る届出を行った武蔵野日赤病院が定期的に主催する院内感染対策に関するカ
ンファレンスに少なくとも年２回程度、新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年１回参加し
ています。 
 
③感染対策向上加算１を算定する武蔵野日赤病院に１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用
状況等 について報告を行います。 


